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五
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三
朝
東
地
区
多
目
的
研
修
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
　
f
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
東
地
区
多
目
的
研
修
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
-
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
'

本
裏
金
の
義
決
を
求
め
る
｡
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和
五
十
九
年
六
月
十
四
日
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昭
空
冷
九
竺
八
月
捨
五
日
　
原
零
可
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長
名
戴
典
由
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三
朝
凍
地
区
多
目
的
研
修
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
東
地
区
多
目
的
研
修
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
五
十
六
年
三
朝
町
条
例
第
一

号
)
　
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

題
名
,
,
第
1
条
,
第
二
粂
･
第
三
粂
第
1
項
及
び
別
表
中
｢
三
朝
東
地
区
｣
を
｢
小
康
地
区
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡


